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〇開  議 

   午後３時開議 

◇議長（三友美惠子君） ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程の追加について 

◇議長（三友美惠子君） 本日は、追加日程として、あらかじめお手元に配付いたしました追加１議

案が提出されました。 

 本日午前１１時より議会運営委員会が開かれ、追加日程の取扱いについて審査が行われ、本日の議

事日程に追加することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 追加１議案について、本日の日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（三友美惠子君） ご異議なしと認めます。 

 よって、１議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程第１ 開会中における所管事務調査報告 

◇議長（三友美惠子君） 日程第１、開会中における所管事務調査報告が各委員長から玉村町議会会

議規則第７７条の規定により議長に提出されました。 

 報告書はお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程第２ 閉会中における所管事務調査の申出 

◇議長（三友美惠子君） 日程第２、閉会中における所管事務調査の申出を議題といたします。 

 各委員長から玉村町議会会議規則第７３条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申出がありました。 

 各委員長から申出のとおり閉会中の所管事務調査に付することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（三友美惠子君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり閉会中における所管事務調査に付することに決定いたしまし

た。 

                      ◇                   
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〇追加日程第１ 議案第４３号 玉村町手数料条例の一部改正について 

◇議長（三友美惠子君） 追加日程第１、議案第４３号 玉村町手数料条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 議案第４３号 玉村町手数料条例の一部改正についてご説明申し上げます。 

 本案につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

一部改正により、地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行するものとして明確化

されることに伴い、マイナンバーカードの発行に係る手数料の徴収の事務を同機構から市町村長に委

託することができるとする規定が盛り込まれます。このため、マイナンバーカードの再交付手数料に

ついて、改正部分の施行日である令和３年９月１日以降は、条例の規定が不要となるため、再交付手

数料に関する規定を削除する改正を行うものでございます。 

 ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 

◇議長（三友美惠子君） 以上で提案説明を終了いたします。 

 これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（三友美惠子君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（三友美惠子君） ご異議なしと認めます。 

 これより本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（三友美惠子君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（三友美惠子君） ご異議なしと認めます。 

 これより本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（三友美惠子君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                   

〇字句等整理委任について 

◇議長（三友美惠子君） お諮りいたします。 
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 玉村町議会会議規則第４５条の規定に基づき、本会議の議決の結果、その条項、字句、数字、その

他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（三友美惠子君） ご異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。 

                      ◇                   

〇町長挨拶 

◇議長（三友美惠子君） 閉会に当たり、町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 令和３年玉村町議会第２回定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 本定例会は、６月１日に開会され、本日までの１０日間、議員の皆様には提案させていただきまし

た条例の一部改正や、一般会計補正予算をはじめとする全１１議案につきまして慎重にご審議いただ

き、提案いたしました全ての議案について原案どおりご議決、ご同意賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。また、一般質問では１０人の議員各位から、町政各般についてのご質問がございました。

この中でご指摘、ご提言をいただきましたことにつきましては、十分尊重し今後の行政執行に生かせ

るよう努力してまいりたいと思っております。 

 さて、玉村町は現在、今月１３日までの群馬県のまん延防止等重点措置の区域に指定されている状

態です。一方、国や県では、新型コロナウイルスワクチン接種を進めるスピードが加速し、当町でも

個別の医療機関での接種のほか、医療機関の協力を図りながら、文化センターでの集団接種も実施で

きるよう調整しております。引き続き感染予防の徹底に努め、町民の皆様に少しでも早く、安全にワ

クチン接種を受けていただけるよう取り組んでまいります。 

 これから梅雨の季節にも入り、天候が不安定になり、体調を崩しやすい時期でもありますので、議

員の皆様方には健康に十分留意され、ますますご活躍されますことをご祈念申し上げまして、閉会に

当たりましての挨拶とさせていただきます。 

                      ◇                   

〇議長挨拶 

◇議長（三友美惠子君） 令和３年玉村町議会第２回定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 本定例会は、６月１日に開会し、本日までの１０日間にわたり、条例の改正、一般会計等の補正予

算、人事案件などの議案について慎重な審議がなされました。また、一般質問においては、１０人の
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議員が様々な観点から町政をただすなど活発な議論が行われ、誠に意義のある議会となりました。改

めて感謝申し上げます。 

 執行当局におかれましては、今定例会の一般質問で示されました議員からの意見や提案を十分考慮

していただき、今後の行政執行に反映されますよう、より一層の努力を求めるものであります。さら

に、新型コロナウイルス感染症の感染予防を徹底され、ワクチン接種をはじめ各事業を迅速に執行し

ていただき、一日も早く町民が安心して暮らせるようお願いをいたします。 

 結びに、議員並びに執行各位におかれましては、健康には十分留意され、今後とも町政発展のため

にますますご活躍されますようお願い申し上げまして、簡単ではありますが、閉会の挨拶といたしま

す。 

                      ◇                   

〇閉  会 

◇議長（三友美惠子君） これをもちまして、令和３年玉村町議会第２回定例会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

   午後３時８分閉会 

 


